
�愛媛県告示第８４１号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２６年７月１５日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２６年７月３日

３ 指定道路の位置

四国中央市三島中央五丁目字青木１４９６番１３、同１４９６番１４

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ３２．５１メートル

� 幅員 ４．０５メートル

�愛媛県告示第８４２号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２６年７月１５日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２６年７月４日

３ 指定道路の位置

四国中央市中曽根町字上秋則６９０番１の一部、６８９番１の一部、

６８６番の一部、６９０番１地先農道、６９０番１地先水路、６８６番地先農

道及び６８６番地先水路

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ６０．２５メートル

� 幅員 ５．１０メートル

�愛媛県告示第８４３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年７月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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告 示

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山伊予線
松山市古川北二丁目１９２番１６から

同市古川北二丁目１９２番１４まで
平成２６年７月１５日

毎週（火・金）曜日発行 第２５８８号 平成２６年７月１５日

平成２６年７月１５日火曜日 第２５８８号
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�愛媛県告示第８４４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２６年７月１５日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第８４５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年７月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２６年７月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

中型乗用自動車（スクールバス）の購入

� 購入物品名及び数量

中型乗用自動車（スクールバス） ２台

（使用に当たり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

� 購入物品の内容等

入札説明書等による。

� 納入期限

平成２７年３月２３日（月）

� 納入場所

愛媛県立新居浜特別支援学校（所在地：新居浜市本郷３丁目

１－５）

� 入札方法

ア 入札は、原則として愛媛県電子入札システムを利用して行

うこととするが、愛媛県電子入札システムの利用者登録を行っ

ていない入札参加資格者が応札する場合には、紙入札を行う

ことができる。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の８パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１０８分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２６・２７・２８年度の製造の請負等に係る

一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の

事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 納入期間中に適正かつ確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� ４の�に掲げる提出期限の日から落札者の決定の日までの間
に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。

� 修理、点検、保守その他アフターサービスを長期にわたり円

滑に実施できる者であること。

� 緊急時に速やかに対応できるものであること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県出納局会計課用品調達係

〒７９０－８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話（０８９）９１２－２１５６

� 入札書の受領期間

電子入札による場合は、平成２６年８月２８日（木）の午前９時

から同月２９日（金）午前９時５９分まで

紙入札による場合は、平成２６年８月２９日（金）午前９時５９分

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２６中局建（開）第１２号

平成２６年７月３日
伊予郡松前町大字昌農内字土居３０番１、３１番１、３２番１

大阪府堺市中区深阪１０３５番地２

株式会社くらコーポレーション

代表取締役 田 中 邦 彦

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 小田河辺大洲線
大洲市肱川町山鳥坂３７４５番から

同町山鳥坂３４８６番まで
平成２６年７月１５日

県 道 〃
大洲市肱川町山鳥坂１７４１番から

同町山鳥坂１７３９番まで
平成２６年７月１５日

公 告
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まで

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２６年８月２９日（金）午前１０時００分

愛媛県総務部入札室 本館２階

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等に基

づき次の期限までに提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

提出期限：平成２６年８月２２日（金）午後５時００分

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 契約保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５２条から

第１５４条までの規定による。

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行っ

たものを落札者とする。

� その他

ア 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額

及び電子くじ入力番号を入力のうえ、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接または郵便（書留郵便

に限る。）により提出すること。

イ 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be qurchased：

Two medium size passenger cars（School bus）

� Time limit of tender：９：５９ a．m．２９ August ２０１４

� For further information，please contact：Supplies

Procurement Section，Accounting Division，Treasury

Bureau，Ehime Prefectural Government，４―４―２ Ichibancho，

Matsuyama，Ehime ７９０―８５７０ Japan

TEL ０８９―９１２―２１５６

�公表第１１号
平成２６年４月３０日付けで、豊島正之ほか３名から提出された愛媛県知事に関する措置請求について、次のとおり決定した。

平成２６年７月１５日

愛媛県監査委員 岸 新

同 佐 伯 滿 孝

同 戒 能 潤之介

同 徳 永 繁 樹

決 定 書

請求人 宇和島市 豊 島 正 之

同 伊予市 吉 野 久 雄

同 伊予市 松 原 祥 雄

同 大洲市 上 岡 ひろみ

平成２６年４月３０日付けで提出された「住民監査請求申立書」について、次のとおり決定する。

主 文

本件請求を棄却する。

第１ 請求の内容

請求人らから平成２６年４月３０日付けで提出された住民監査請求申立書（以下「請求書」という。）の内容及び意見陳述の内容を総合する

と、請求の要旨は次のとおりである。

１ 宇和島市は、離島航路整備法（昭和２７年法律第２２６号。以下「整備法」という。）に基づき、宇和島～日振島間の航路（以下「本件航

路」という。）を営業している盛運汽船株式会社（以下「盛運汽船」という。）に対して、平成２５年に補助金６９３６万２９０８円を支出してお

り、このうち３４６８万１０００円を愛媛県が宇和島市に対して補助している。

監 査 公 表

愛 媛 県 報平成２６年７月１５日 第２５８８号
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２ 離島航路とは、本土と離島を連絡する航路、離島相互間を連絡する航路その他船舶以外には交通機関がない地点間又は船舶以外の交通

機関によることが著しく不便である地点間を連絡する航路をいうが、盛運汽船の航路には、バス路線がある三浦半島の遊子地区（矢ノ浦、

水ヶ浦、津ノ浦）と蒋淵地区（高助、蒋渕、大島、矢ケ浜）が含まれており、離島といえない部分についての補助は認められない。

また、本航路の利用人数は、遊子地区の場合、宇和島港に年間１６９人、宇和島港から年間２９４名、蒋渕地区の場合、宇和島港へ年間１０９３

人、宇和島港から年間１２８４名と、それぞれあまり利用されておらず、他の人は船舶以外の交通機関を利用しているといえることから、両

地区は離島航路の対象から除くべきである。

なお、上島町が運営している魚島～弓削～土生の航路において、弓削～土生間は、補助対象から除かれており、離島航路といえない部

分を含めて補助するのは違法である。

３ 当該補助金は、盛運汽船の航路損益計算書に基づいて、赤字補�の趣旨で支出されているが、盛運汽船の作成した航路損益計算書には、
次のとおり、離島航路の維持に必要でない支出が含まれている。

� 船員費について

ア 船員費の中に予備船員費が計上されているが、盛運汽船が運航する船舶のうち「しらさぎ」の運航は１日４時間であり、土・日・

祝日は運休しているのであるから、「しらさぎ」の船員が予備船員として待機することが可能であり、別途予備船員費を計上する必

要性は認められない。

イ 「しらさぎ」の乗船船員は、法定では３名であるにもかかわらず、５名も乗船している。同規模の船舶について、法令以上の船員

を乗船させている会社は多くなく、特に赤字が出ている会社においてはなおさらである。本件航路の場合には、航海中に行う仕事は

ほとんどなく、接岸する場合に、５名も必要ない。

ウ 会社が巨額の赤字を出して、経営状態が悪いのに、賞与を支出する根拠がない。

エ 船員に手当を支給しているが、これは残業手当しか考えられない。船員については、船長を除いて、航海中の仕事は比較的軽易で

あること、運行時間が定まっていることや、延べ運航時間が８時間を超える場合が多いことから、変形労働時間制を採用して時間外

手当を支出しなくていいようにしている会社がほとんどであるが、故意に変形労働時間制度を採用していない。船員の週の労働時間

が４０時間以内であるのに、時間外手当の支給は不必要な支出と言える。

� 店費について

ア 必要な事務員・取締役の人数は、切符の販売・事務処理で２名、会計などの処理で２名ぐらいの合計４名で十分であり、これを超

える人数は不要である。また、営業社員が多数いるが、航路の維持に営業活動などは不要である。

イ ３名もの取締役は不要で、実際に仕事をしておらず、仮に何らかの仕事をしていたとしても、その仕事は航路の維持に必要なもの

とはいえず、取締役に対する報酬は不要である。さらに、巨額の赤字が出ているのに、高額の報酬を支払う必要がない。

４ 前記２及び３のとおり、盛運汽船が不必要な経費を計上して過大な補助金を受けていることは明らかであり、経費として認められない

金額は欠損金と認められないから、これに対応する補助金は根拠を欠く違法な支出である。国が補助金を支出しているからといって、地

方公共団体の職員が職務を怠り、補助金の支出について適正な審査をしないことが許されるものではなく、職員の責任は重い。

５ このため、愛媛県知事に対し、平成２５年に県が宇和島市に支出した本件航路分の離島航路整備事業費補助金（以下「本件補助金」とい

う。）３４６８万１０００円の返還を宇和島市又は盛運汽船に求めるよう請求する。

第２ 監査の実施

本件請求は、平成２６年５月９日に受付し、要件審査の結果、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「自治法」という。）第２４２条の規

定に定める要件を具備していると認め、同月２７日これを受理し、次のとおり監査を実施した。

１ 証拠の提出及び陳述

請求人らに対して、自治法第２４２条第６項の規定により、平成２６年６月４日に証拠の提出及び陳述の機会を与えた。

２ 監査実施日

平成２６年６月１２日に監査を実施するとともに、必要に応じ関係職員から説明を聴取し、関係資料、証拠書類等の確認を行った。

３ 監査対象機関

愛媛県企画振興部地域振興局交通対策課（以下「交通対策課」という。）及び愛媛県南予地方局総務企画部地域政策課（以下「南予局

地域政策課」という。）を対象に監査した。

４ 関係人調査

本件請求に関し、自治法第１９９条第８項の規定に基づき、次のとおり関係人調査を実施した。

� 平成２６年６月２６日に離島航路事業者である盛運汽船に対し、関係書類の調査及び聴き取り調査を行った。

� 同月３０日に海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）の規定に基づき盛運汽船を検査している国土交通省四国運輸局愛媛運輸支局宇和島

海事事務所（以下「宇和島海事事務所」という。）に対し、聴き取り調査を行った。

第３ 監査の結果

１ 事実関係

監査対象機関に対する監査及び関係人調査の結果、次の事実を確認した。

� 補助制度の概要について
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県補助金は、離島住民の生活交通を維持・確保するため、市町が営む離島航路事業及び市町が行う離島航路整備事業に要する経費に

対して、県が予算の範囲内で交付するものである（愛媛県離島航路整備事業費補助金交付要綱（平成１８年５月８日制定。以下「県要綱」

という。）第１条）。

ア 県補助金の補助対象航路は、整備法の規定に基づき国庫補助対象航路となった航路である（県要綱第３条）。

イ 県補助金の補助対象者（以下「県補助事業者」という。）は、国庫補助対象航路を運航する市町及び同対象航路を運航する離島航

路事業者に対して補助事業を行う市町である（県要綱第４条）。

ウ 県補助金の補助対象経費は、民営航路にあっては、補助対象欠損額について市町が補助した額であるが（県要綱第５条第１項第２

号）、この補助対象欠損額は、補助対象年度の前年度に国から通知のあった実績欠損額（以下「国通知欠損額」という。）から、整

備法第３条に規定する航路補助金について、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（平成２３年３月３０日付け国総計第９７号、

国鉄財第３６８号、国鉄業第１０２号、国自旅第２４０号、国海内第１４９号、国空環第１０３号。以下「国要綱」という。）第３７条の規定に基づ

き算出された補助金の額及び地域公共交通確保維持改善事業費補助金（離島航路運営費等補助金・離島航路構造改革補助金）運用方

針（平成２３年８月１６日付け国海内第８号－２。以下「運用方針」という。）２�の「経営改善目標額」を差し引いた額とされている
（県要綱第５条第２項）。この国通知欠損額は、離島航路整備法施行規則（昭和２７年運輸省令第７１号。以下「省令」という。）及び

国要綱等の規定に基づいて全国統一の基準で算定され、かつ、その額について、国による監査を通じて確認されたものである。

エ 交付する補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内において知事が定める額とされている（県要綱第５条第３項）。

オ 県補助金に係る交付の申請、決定等に関する事項その他県補助金に係る予算の執行に関する知事の権限に属する事務については、

知事から地方局長に委任されている（愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号）第１３条第２項第４号の３イ及び愛媛県会

計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第３条第１項）。

� 本件補助金支出の経緯について

ア 平成２３年６月３０日付けで、関係行政機関及び事業者等で構成する愛媛県地域交通活性化推進会議が国土交通大臣に対し、離島航路

確保維持計画認定申請書を提出した。

イ 平成２３年９月３０日付けで、四国運輸局長から、愛媛県地域交通活性化推進会議に対し、平成２４年度の国の航路補助金に係る生活交

通ネットワーク計画（離島航路確保維持計画）の認定及び補助額の内定の通知を受けた。

ウ 平成２４年１１月３０日付けで盛運汽船から提出された平成２４年９月期の運航期間を対象とした、平成２４年度地域公共交通確保維持改善

事業費補助金（離島航路運営費等補助金）交付申請書、航路損益計算書及び添付書類等を受理した。

エ 平成２４年１０月３０日付けで四国運輸局海事振興部長から、平成２４年度の国の航路補助金の補助対象事業者に対する補助金等に係る予

算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）第２３条第１項の規定に基づく実地監査を行う旨の通知を受け、同年１２月１３

日～１４日に、盛運汽船の本社事務所において、国土交通省及び四国運輸局の職員は、同社に対して、平成２４年９月期を監査対象期間

とする監査を実施した。この際、交通対策課及び南予局地域政策課並びに宇和島市の職員は、前記職員らとともに同期間の実績欠損

額の算定が適正にされていることを確認した。

オ 平成２５年３月１３日付けで、四国運輸局長から、平成２４年度地域公共交通確保維持改善事業費補助金（離島航路運営費等補助金）に

係る交付決定及び国の航路補助金の額（盛運汽船の監査後実績欠損額：１億８６２２万４６２１円、同国庫補助金額：１億１６８６万１７１３円）の

確定通知を受け、同月２８日付けで宇和島市へその旨を通知した。

カ 愛媛県南予地方局長（以下「南予地方局長」という。）は、宇和島市の補正予算が成立したことを確認した上で、平成２５年６月２８

日付けで、宇和島市長に対し、補助金額５８３３万５０００円（うち盛運汽船分３４６８万１０００円）の内示の通知を行った。

キ 平成２５年７月２日付けで、宇和島市長から南予地方局長に対して提出された平成２５年度離島航路整備事業費補助金交付申請書及び

補助金算出根拠等の添付書類の内容を審査したところ、県補助金の補助対象欠損額は、国通知欠損額▲１億８６２２万４６２１円から、「補

助の額」１億１６８６万１７１３円（経営改善目標額は０円）を差し引いた６９３６万２９０８円となり、宇和島市が、当該補助対象欠損額について

全額を補助し、県補助金の額として、当該補助対象経費の２分の１以内の額である３４６８万１０００円を交付申請されていた。

他の航路についても同様に審査し、適正に交付申請されていることを確認したことから、南予地方局長は、平成２５年８月１３日付け

で宇和島市長に対して補助金額５８３３万５０００円（うち盛運汽船分３４６８万１０００円）の交付決定の通知を行った。

ク 宇和島市は、平成２５年７月１９日、盛運汽船に対して平成２５年度離島航路補助金（補助金額６９３６万２９０８円）を支出した。そして、宇

和島市長は、同年８月１６日付けで南予地方局長に対して平成２５年度離島航路整備事業実績報告書及び補助金算出根拠等の添付資料を

提出した。そこで南予地方局長は、内容審査の結果、適当と認められたことから、同年１０月９日付けで宇和島市長に対して補助金額

５８３３万５０００円（うち盛運汽船分３４６８万１０００円）の額の確定通知を行った。

ケ 南予地方局長は、平成２５年１０月１５日付けで宇和島市長から南予地方局長に対して提出された平成２５年度離島航路整備事業費補助金

精算払請求書の内容を審査した結果、適当と認められたことから、同月２９日に宇和島市に対して補助金額５８３３万５０００円（うち盛運汽

船分３４６８万１０００円）を支出した。

� 盛運汽船について

盛運汽船は、海上運送法に基づき国土交通大臣から許可を受けた一般旅客定期航路事業者である。

・許可年月日 昭和２４年１２月１日

・海上運送法第３条に基づく航路番号 四国第１８２号

ア 国土交通省による海上運送法等の規定に基づく検査の状況について
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宇和島海事事務所は、盛運汽船に対し、海上運送法第２５条及び船員法（昭和２２年法律第１００号）第１０７条の規定に基づき、平成２３年

１２月１２日に年末年始輸送安全総点検、平成２４年７月６日に夏季多客期前安全輸送立入点検の立入検査を実施している。

イ 国庫補助対象航路の決定について

・国庫補助対象航路の決定は、国が省令第２条の規定に基づいて行っている。

・本件補助金の補助対象航路は、整備法の規定に基づき国庫補助対象航路となった航路である（県要綱第３条）。

ウ 平成２３年６月３０日付けで愛媛県地域交通活性化推進会議が国要綱第３３条第１項の規定に基づき離島航路確保維持計画を国へ提出し、

認定を受けている。

エ 上記ウの計画内の離島航路３カ年計画（平成２４年度～平成２６年度）に、経営改善に関する基本方針の一つである経費削減について、

寄港地の集約による効率的な運航計画が盛り込まれている。

オ 上島町が運営している魚島～弓削～土生の航路は、上記同様、国が認定している。

� 予備船員について

ア 盛運汽船の３名の予備船員は、毎日運航している高速船「しおかぜ」及び「あさかぜ」の交代要員として配置している。

イ 平成２３年１０月１日から平成２４年９月３０日までの船舶の運航状況

船 名 船 種 乗組定員 運航回数 就航日数 備 考

しらさぎ 貨客船 ５人 ２６６回 ２３９日
土日祝休航
１日１便運航

しおかぜ 高速船 ３人 ８６７回 ２９０日
２３年１１月から就航
１日３便運航

あけぼの 高速船 ３人 １６６回 ５４日
２３年１１月まで就航
１日３便運航

あさかぜ 高速船 ３人 １０５４回 ３５２日 １日３便運航

ウ 平成２４年８月２１日から同年９月２０日までの「しおかぜ」と「あさかぜ」の予備船員３名の乗船状況

船 名 船 長 機関長 機関士

しおかぜ ９日 １２日 １０日

あさかぜ １１日 １０日 ９日

公休日等 １１日 ９日 １２日

計 ３１日 ３１日 ３１日

エ 平成２４年８月２１日から同年９月２０日までの予備船員以外の船員の乗船状況
（単位：日）

船 舶 名 しらさぎ しおかぜ あさかぜ

船 員 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ

航海日数 ２３．０ ２２．５ ２２．５ ２３．０ ２３．０ ２１．０ １８．０ ２０．０ １９．０ ２０．０ ２１．０

公休日等 ８．０ ８．５ ８．５ ８．０ ８．０ １０．０ １３．０ １１．０ １２．０ １１．０ １０．０

計 ３１．０ ３１．０ ３１．０ ３１．０ ３１．０ ３１．０ ３１．０ ３１．０ ３１．０ ３１．０ ３１．０

� 船員の数について

ア 乗組定員

船 名 しらさぎ あさかぜ あけぼの

船 長 １人（１人） １人（１人） １人（１人）

甲 板 部 ２人（０人） ０人（０人） ０人（０人）

機 関 部 ２人（２人） ２人（２人） ２人（２人）

計 ５人（３人） ３人（３人） ３人（３人）

（ ）は船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和２６年法律第１４９号。以下「船舶職員法」という。）等の規定による乗組基準の人数である。

イ 「しらさぎ」の甲板部２名の業務内容

荷物の積込作業、使用機械の整備作業、離岸準備及び作業、荷物の整理、固縛作業、乗船切符の回収、船首・船尾見張り、乗降タ

ラップ設置作業、旅客の乗下船誘導並びに介助、荷物の積降作業

ウ 船舶職員法は、船舶の航行の安全を図るために必要な船舶職員について最低の資格及び員数の最低基準を定めたものであって、こ

の基準を上回る船舶職員を乗り組ませることは差し支えないと解されている。
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エ 船員法第７０条の規定で、航海当直その他の船舶の安全を確保するための作業を適切に行うために必要な員数の海員を配置すること

を求められている。

オ 盛運汽船は、「しらさぎ」の乗組定員（船長１名、機関長１名、機関士１名、甲板部員２名の計５名）について、平成１５年１０月９

日付けで全日本海員組合と協定を締結している。

� 賞与の支出について

ア 盛運汽船の賞与は、船員に対しては労働者代表の全日本海員組合との協定書（平成２３年４月５日、平成２４年４月１３日協定締結）に

基づき、陸上従業員に対しては就業規則に基づいて、平成２３年１２月と平成２４年７月にそれぞれ支給されている。

イ 離島航路補助事務提要（平成１６年１０月国土交通省海事局国内旅客課策定。以下「事務提要」という。）において、船員及び陸上従

業員に対する賞与を支給した場合、所定の様式に支給状況を記載し、航路損益計算書に費用として計上するものとされており、事務

提要に基づき実施された国の監査において適正と判断されている。

� 船員の手当について

ア 船員に対して支給されている手当は、残業手当（以下「時間外手当」という。）だけではなく、他に家族手当、職務手当、荷役手

当、航海日当、航路手当等がある。

イ 平成２３年１０月１日から平成２４年９月３０日までに船員に支給された手当のうち、時間外手当額が占める割合は１６．１％であった。

ウ 盛運汽船は全日本海員組合と、船員法第６４条の２の時間外労働に関し協定を締結し、時間外労働をさせる必要がある具体的事由は

次のとおりとしている。

・夏期（７月中旬から８月中旬）の輸送需要に対応する時

・臨時便（貸切船）の需要に対応する時

・法定検査及び上架修理期間に代船運航で対応する時

・臨時便（宇和島～百の浦）の需要に対応する時

� 陸上従業員の配置及び業務について

ア 各従業員の業務内容は次のとおりである。

・船舶課（１名）

船舶に関する全般業務、船員の給料・手当・賞与に関する事務全般

・営業課客船業務係（４名）

乗客案内、貨物入荷台帳記入、船舶入港時の綱取り、貨物出荷伝票の締め、請求書の書類作成、駐車場管理、電話対応、荷物の

受付、集金業務、宿直交代業務等

・営業課宿直員（１名）

宿直業務、切符販売、船舶入港時の綱取り、駐車場管理等

・営業課企画広報係（１名）

切符販売、駐車場・旅客報告書作成、遊覧企画業務、電話対応等

・経理課（２名）

伝票整理・集計、請求書作成、決算書作成、補助金関係資料作成、各種乗船券の管理、団体旅行等の乗船券発行、役員及び陸上

従業員の給料・手当・賞与に関する事務全般

イ 盛運汽船は元旦を除き毎日運航をしており、公休日である土曜日、日曜日及び祝祭日等においては、交代制で業務を行っている。

ウ 客船業務係の４名は交代制で勤務しており、基本的に月曜日から金曜日は３名体制、土曜日、日曜日及び祝日は「しらさぎ」が休

航のため２名体制としている。

エ 株式会社えひめ南汽船から受託している同社の切符販売、接岸用務等の業務を行っている。

� 取締役について

ア 会社法（平成１７年法律第８６号）第３３１条第４項において、「取締役会設置会社においては、取締役は、３人以上でなければならな

い。」とされている。

イ 盛運汽船の定款第２４条では取締役を６名以内と定めている。

ウ 盛運汽船の取締役３名の業務は次のとおりである。

・代表取締役

経営ビジョンの設定、人事の掌握、運転資金調達、関係機関との対外的な折衝、会社業務執行全般の統括管理、海上運送法施行

規則（昭和２４年運輸省令第４９号）に基づく安全統括管理業務

・取締役海務部長

代表取締役が行う業務執行補助、輸送の安全を確保するための業務の統括管理、海上運送法施行規則に基づく運航管理業務

・取締役総務部長

代表取締役が行う業務執行補助、経理業務（財務諸表及び補助金交付申請に係る資料作成等）の統括管理

エ 役員報酬は盛運汽船の定款第３３条の定めにより、平成２３年３月２２日の臨時株主総会において月額報酬額が決議されている。なお、

同年４月から役員報酬額が５％カットされている。

オ 国においては、役員報酬額について、不相応に高額である場合、役員の職務内容や収益状況等から見て相当と認められる金額を超
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える場合などについては、国庫補助対象と認めず、除外すること（損金不算入）としており、盛運汽船の役員報酬に関しては、損金

として認められている。

カ 法人税法（昭和４０年法律第３４号）第３４条第２項の規定において、「内国法人がその役員に対して支給する給与の額のうち不相当に

高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。」とされ

ているが、平成２４年１１月３０日に盛運汽船は報酬額を損金算入とした確定申告書を税務署に提出し、受理されている。

２ 結 果

上記事実関係を踏まえ、本件請求の監査結果は次のとおりである。

� 離島航路の対象とならない航路が含まれることについて

請求人らは、盛運汽船の航路には、バス路線がある三浦半島の遊子地区及び蒋淵地区（以下「三浦半島地区」という。）が含まれて

おり、離島といえない部分についての補助は認められないと主張している。

本件補助金は、離島航路の維持及び改善を図り、もって離島住民等の生活・生計の安定及び向上に資することを目的とし、その補助

対象航路は、整備法の規定に基づき国庫補助対象航路となった航路としているところであり、国は、省令第２条の規定に基づき、三浦

半島地区への寄港を含む本件航路を国庫補助対象航路として決定している。また、国要綱第３３条第１項の規定に基づき愛媛県地域交通

活性化推進会議が国へ提出した離島航路確保維持計画によると、三浦半島地区の寄港状況（寄港地等の距離、基準航路図、発着時刻表）

が含まれており、当該地区も含めて国が計画認定している。

よって、本件補助金について、県要綱上、補助対象にならない航路が含まれているということはできない。

また、そもそも、国が省令第２条の規定に基づいて行った国庫補助対象航路の決定（本件航路及び弓削～土生航路）の適否について

は、監査委員が判断すべきものではないが、本件航路については、上記の離島航路確保維持計画に含まれる離島航路３カ年計画（平成

２４～平成２６年度）において、国庫補助航路の経営改善に関する基本方針の一つに、経費の節減のための寄港地の集約による効率的な運

航計画が盛り込まれており、具体的には、「三浦半島では路線バスが１日５便運行しており、バスによる代替交通手段があるため、バ

ス路線と連携を図ることとし、三浦半島の寄港地の集約について検討する。」とあることから、三浦半島地区への寄港については、当

該計画の認定の際にも国において検討されていると考えられる。

� 予備船員について

請求人らは、盛運汽船が運航している「しらさぎ」について、運航時間が１日４時間しかないことを理由に、「しらさぎ」の船員が

予備船員を兼ねることが可能であるとして、３名の予備船員に係る費用は不要であると主張している。

予備船員を３名配置しているのは、毎日運航している高速船「しおかぜ」及び「あさかぜ」の交代要員として必要な人員を配置して

いるものであって、予備船員の乗船状況（１事実関係�ウ）を調査した限りでは、不自然な点は見られない。さらに、他の船員におい
ても、３名の予備船員と同程度（１事実関係�エ）の勤務日数と公休日であった。
よって、予備船員を３名配置していることが、直ちに違法又は不当な配置であるとはいえず、また、その配置を否定できる事実を確

認することはできなかった。

� 法令以上の乗船船員の数について

請求人らは、「しらさぎ」の乗船船員について、法定の乗船船員は３名であるのに５名も船員が乗船していることが違法であると主

張している。

請求人らの主張は、船舶職員法第１８条第１項及び船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令（昭和５８年政令第１３号）第５条第１項の規定

により、運航のみに必要である海技免状を有する船舶職員の乗船基準は甲板部（船長）１名、機関部（機関長、一等機関士）２名の計

３名が基準を満たす人員として必要と定められていることを根拠にしているものと解される。

しかし、１事実関係�イのとおり、盛運汽船は、「しらさぎ」の甲板部の作業を勘案し、最低基準よりも良好な条件で船員を乗船さ
せ、運航の安全性等に配慮しているものであって、請求人らが主張する基準より２名多く配置しているものである。

船舶交通の安全性については、宇和島海事事務所による海上運送法の規定に基づく立入検査を通じて確認されており、乗船船員の数

の適否は、監査委員が判断すべきものではないが、船舶職員法等による乗組基準が員数の最低基準を定めたものであることからすると、

当該基準を超える数の船員を配置したことをもって、直ちに違法又は不当な配置であるということはできない。

� 賞与の支出について

請求人らは、会社が巨額の赤字を出し、経営状態が悪いのにもかかわらず、賞与を支出する根拠がないと主張している。

しかし、事務提要においては、船員及び陸上従業員に対して事業者が賞与を支給することが想定されており、国の監査においても、

賞与の支給につき、これまで指摘がなく認められている。

また、調査した限りにおいて、請求人らが主張する赤字経営であれば賞与が支給できないという法令の規定も存在しなかった。

よって、請求人らの主張を認めるに足りる証拠がない以上、賞与を支給することが違法又は不当であると判断することはできない。

� 時間外手当について

請求人らは、「船員に手当を支給しているが、これは時間外手当しか考えられない」と主張している。

事実関係１�アのとおり、船員に支給される手当は、時間外手当だけではなく、他に家族手当、職務手当、荷役手当、航海日当、航
路手当等があった。

時間外手当を支給しているのは、１事実関係�ウの業務に係るものであり、その手当を支給することに何ら違法又は不当な点は認め

愛 媛 県 報平成２６年７月１５日 第２５８８号

５９６



られない。

また、請求人らは、１日８時間を超える労働を認める変形労働時間制度を採用すれば、時間外手当の支給が不要になるのに、故意に

採用していないと主張しており、ここでいう変形労働時間制度は、船員法第７２条の特例規定（以下「特例」という。）のことを指して

いるものと解されるところ、盛運汽船の船員１４名（予備船員３名を含む。）は、勤務時間として１日８時間の週５日間（１週間４０時間）

を割り当てられており、その勤務体制は、船員法第６０条の規定に適合しているものと考えられる。

よって、盛運汽船においては時間外労働をさせる場合の具体的事由が限定されていることからすると（１事実関係�ウ）、恒常的に
１日８時間を超える労働が予定されているものではないから、請求人らが主張する特例をあえて適用しなければならない必要性を見出

すことができない。

� 事務員の人数について

請求人らは、盛運汽船が陸上従業員９名を配置していることに対して、人数が過剰であると主張している。

各従業員の業務内容については１事実関係�アのとおりであるが、盛運汽船は元旦を除き毎日運航業務を行っているため、公休日で
ある土曜日、日曜日及び祝祭日等においては、切符販売、接岸業務等を交代（１事実関係�ウ）で行っており、毎日９名の陸上従業員
が勤務しているわけではなく、陸上従業員の勤務状況及び出勤状況を調査した限りでは、過剰に配置されているものとは認められなかっ

た。

� 取締役の業務及び報酬について

請求人らは、３名もの取締役は不要で、高額の報酬を支払う必要はないと主張している。

しかし、会社法第３３１条第４項において、「取締役会設置会社においては、取締役は、３人以上でなければならない。」と定められ

ていることから、取締役会設置会社である盛運汽船に最低限の３名の取締役がいることについては、何ら違法又は不当なものとはいえ

ない。

また、請求人らは役員報酬が高額であるとしているが、当該報酬は盛運汽船の定款第３３条の定めにより株主総会の決議をもって決定

されており、手続については不当な箇所はなく、かつ、１事実関係�オ及びカのとおり、役員報酬について、国土交通省及び税務署に
おいて不相当に高額であると判断した事実もないことから、請求人らの主張は認められない。

� 補助金額の算定及び支出の手続について

本件補助金の補助金額の算定及び支出の手続は、愛媛県補助金等交付規則（平成１８年愛媛県規則第１７号）及び県要綱等の規定に基づ

き適正にされており、何ら違法又は不当な点はない。

第４ 結論

以上のとおり、請求人らの主張は、結局のところ、いずれも主観的見解又は単なる憶測に基づくものといわざるを得ず、本件補助金の支

出については、違法又は不当な点は認められない。

したがって、知事が宇和島市又は盛運汽船に対し本件補助金３４６８万１０００円を返還請求するよう求める請求人らの請求は理由がない。

よって、主文のとおり決定する。

平成２６年７月４日

愛媛県監査委員 岸 新

同 佐 伯 滿 孝

同 戒 能 潤之介

同 徳 永 繁 樹

��������������
�公表第１２号
平成２６年４月３０日付けで、豊島正之ほか３名から提出された愛媛県知事に関する措置請求について、次のとおり決定した。

平成２６年７月１５日

愛媛県監査委員 岸 新

同 佐 伯 滿 孝

同 戒 能 潤之介

同 徳 永 繁 樹

決 定 書

請求人 宇和島市 豊 島 正 之

同 伊予市 吉 野 久 雄

同 伊予市 松 原 祥 雄

同 大洲市 上 岡 ひろみ
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平成２６年４月３０日付けで提出された「住民監査請求申立書」について、次のとおり決定する。

主 文

本件請求を棄却する。

第１ 請求の内容

請求人らから平成２６年４月３０日付けで提出された住民監査請求申立書（以下「請求書」という。）の内容及び意見陳述の内容を総合する

と、請求の要旨は次のとおりである。

１ 宇和島市は、離島航路整備法（昭和２７年法律第２２６号。以下「整備法」という。）に基づき、宇和島～九島間の航路を営業している株

式会社えひめ南汽船（以下「えひめ南汽船」という。）に対して、平成２５年に補助金４７３０万８１０７円を支出しており、このうち２３６５万４０００

円を愛媛県が宇和島市に対して補助している。

２ 当該補助金は、えひめ南汽船の航路損益計算書に基づいて、赤字補�の趣旨で支出されているが、えひめ南汽船の作成した航路損益計
算書には、次のとおり、不必要な支出が含まれている。

� 船舶修繕費を１２３８万５９５０円支払っているが、賃借している高速船に係る修理費用であれば、当然貸主の負担である。また、所有する

船舶の修理中に借りた船舶の賃借料が不当に高額である。

� 店費は、１６４８万１７１８円が計上されているが、次の理由により、過大な支出である。

ア えひめ南汽船は、港の事務所を借りておらず、港の事務所には事務員がいない。港での仕事を除けば、航路事業に係る事務員の仕

事はあまりない。よって、会計程度の事務であるから、３人の事務員を雇用する必要はない。

イ １人の事務員がいれば常勤の取締役は不要である。また、１０人もの役員は不要である。

� 法定の乗船船員は２名であるにもかかわらず、４名も乗船している。同規模の船舶について、法令以上の船員を乗船させている会社

は多くない。

３ 前記２のとおり、えひめ南汽船が不必要な経費を計上して過大な補助金を受けていることは明らかであり、経費として認められない金

額は欠損金と認められないから、これに対応する補助金は根拠を欠く違法な支出である。国が補助金を支出しているからといって、地方

公共団体の職員が職務を怠り、補助金の支出について適正な審査をしないことが許されるものではなく、職員の責任は重い。

４ 離島航路に係る補助金は、国が損失額の半分程度を補助し、残りの半分程度を市と県が負担することになっている。国は、業務の態様

から多額の補助を要しないものとして、９８０万９５２０円を補助しているが、それに比べて宇和島市は、４７３０万８１０７円と過大に補助している。

５ このため、愛媛県知事に対し、平成２５年に県が宇和島市に支出した宇和島～九島航路分の離島航路整備事業費補助金（以下「本件補助

金」という。）２３６５万４０００円の返還を宇和島市又はえひめ南汽船に求めるよう請求する。

第２ 監査の実施

本件請求は、平成２６年５月９日に受付し、要件審査の結果、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「自治法」という。）第２４２条の規

定に定める要件を具備していると認め、同月２７日これを受理し、次のとおり監査を実施した。

１ 証拠の提出及び陳述

請求人らに対して、自治法第２４２条第６項の規定により、平成２６年６月４日に証拠の提出及び陳述の機会を与えた。

２ 監査実施日

平成２６年６月１２日に監査を実施するとともに、必要に応じ関係職員から説明を聴取し、関係資料、証拠書類等の確認を行った。

３ 監査対象機関

愛媛県企画振興部地域振興局交通対策課（以下「交通対策課」という。）及び愛媛県南予地方局総務企画部地域政策課（以下「南予局

地域政策課」という。）を対象に監査した。

４ 関係人調査

本件請求に関し、自治法第１９９条第８項の規定に基づき、次のとおり関係人調査を実施した。

� 平成２６年６月２６日に離島航路事業者であるえひめ南汽船に対し、関係書類の調査及び聴き取り調査を行った。

� 同月３０日に海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）の規定に基づきえひめ南汽船を検査している国土交通省四国運輸局愛媛運輸支局宇

和島海事事務所（以下「宇和島海事事務所」という。）に対し、聴き取り調査を行った。

第３ 監査の結果

１ 事実関係

監査対象機関に対する監査及び関係人調査の結果、次の事実を確認した。

� 補助制度の概要について

県補助金は、離島住民の生活交通を維持・確保するため、市町が営む離島航路事業及び市町が行う離島航路整備事業に要する経費に

対して、県が予算の範囲内で交付するものである（愛媛県離島航路整備事業費補助金交付要綱（平成１８年５月８日制定。以下「県要綱」

という。）第１条）。

ア 県補助金の補助対象航路は、整備法の規定に基づき国庫補助対象航路となった航路である（県要綱第３条）。
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イ 県補助金の補助対象者（以下「県補助事業者」という。）は、国庫補助対象航路を運航する市町及び同対象航路を運航する離島航

路事業者に対して補助事業を行う市町である（県要綱第４条）。

ウ 県補助金の補助対象経費は、民営航路にあっては、補助対象欠損額について市町が補助した額であるが（県要綱第５条第１項第２

号）、この補助対象欠損額は、補助対象年度の前年度に国から通知のあった実績欠損額（以下「国通知欠損額」という。）から、整

備法第３条に規定する航路補助金について、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（平成２３年３月３０日付け国総計第９７号、

国鉄財第３６８号、国鉄業第１０２号、国自旅第２４０号、国海内第１４９号、国空環第１０３号。以下「国要綱」という。）第３７条の規定に基づ

き算出された補助金の額及び地域公共交通確保維持改善事業費補助金（離島航路運営費等補助金・離島航路構造改革補助金）運用方

針（平成２３年８月１６日付け国海内第８号－２）２�の「経営改善目標額」を差し引いた額とされている（県要綱第５条第２項）。こ
の国通知欠損額は、離島航路整備法施行規則（昭和２７年運輸省令第７１号。以下「省令」という。）及び国要綱等の規定に基づいて全

国統一の基準で算定され、かつ、その額について、国による監査を通じて確認されたものである。

エ 交付する補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内において知事が定める額とされている（県要綱第５条第３項）。

オ 県補助金に係る交付の申請、決定等に関する事項その他県補助金に係る予算の執行に関する知事の権限に属する事務については、

知事から地方局長に委任されている（愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号）第１３条第２項第４号の３イ及び愛媛県会

計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第３条第１項）。

� 本件補助金支出の経緯について

ア 平成２３年９月３０日付けで、四国運輸局長から、関係行政機関及び事業者等で構成する愛媛県地域交通活性化推進会議に対し、平成

２４年度の国の航路補助金に係る生活交通ネットワーク計画（離島航路確保維持計画）の認定及び補助額の内定の通知を受けた。

イ 平成２４年１１月２１日付けでえひめ南汽船から提出された平成２４年９月期の運航期間を対象とした、平成２４年度地域公共交通確保維持

改善事業費補助金（離島航路運営費等補助金）交付申請書、航路損益計算書及び添付書類等を受理した。

ウ 平成２４年１０月３０日付けで四国運輸局海事振興部長から、平成２４年度の国の航路補助金の補助対象事業者に対する補助金等に係る予

算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）第２３条第１項の規定に基づく実地監査を行う旨の通知を受け、同年１２月１３

日に、えひめ南汽船の本社事務所において、国土交通省及び四国運輸局の職員は、同社に対して、平成２４年９月期を監査対象期間と

する監査を実施した。この際、交通対策課及び南予局地域政策課並びに宇和島市の職員は、前記職員らとともに同期間の実績欠損額

の算定が適正にされていることを確認した。

エ 平成２５年３月１３日付けで、四国運輸局長から、平成２４年度地域公共交通確保維持改善事業費補助金（離島航路運営費等補助金）に

係る交付決定及び国の航路補助金の額（えひめ南汽船の監査後実績欠損額：５７１１万７６２７円、同国庫補助金額：９８０万９５２０円）の確定

通知を受け、同月２８日付けで宇和島市へその旨を通知した。

オ 愛媛県南予地方局長（以下「南予地方局長」という。）は、宇和島市の補正予算が成立したことを確認した上で、平成２５年６月２８

日付けで、宇和島市長に対し、補助金額５８３３万５０００円（うちえひめ南汽船分２３６５万４０００円）の内示の通知を行った。

カ 平成２５年７月２日付けで、宇和島市長から南予地方局長に対して提出された平成２５年度離島航路整備事業費補助金交付申請書及び

補助金算出根拠等の添付書類の内容を審査したところ、県補助金の補助対象欠損額は、国通知欠損額▲５７１１万７６２７円から、「補助の

額」９８０万９５２０円（経営改善目標額は０円）を差し引いた４７３０万８１０７円となり、宇和島市が、当該補助対象欠損額について全額を補

助し、県補助金の額として、当該補助対象経費の２分の１以内の額である２３６５万４０００円が交付申請されていた。

他の航路についても同様に審査し、適正に交付申請されていることを確認したことから、南予地方局長は、平成２５年８月１３日付け

で宇和島市長に対して補助金額５８３３万５０００円（うちえひめ南汽船分２３６５万４０００円）の交付決定の通知を行った。

キ 宇和島市は、平成２５年７月１９日、えひめ南汽船に対して平成２５年度離島航路補助金（補助金額４７３０万８１０７円）を支出した。そして、

宇和島市長は、同年８月１６日付けで南予地方局長に対して平成２５年度離島航路整備事業実績報告書及び補助金算出根拠等の添付資料

を提出した。そこで南予地方局長は、内容審査の結果、適当と認められたことから、同年１０月９日付けで宇和島市長に対して補助金

額５８３３万５０００円（うちえひめ南汽船分２３６５万４０００円）の額の確定通知を行った。

ク 南予地方局長は、平成２５年１０月１５日付けで宇和島市長から南予地方局長に対して提出された平成２５年度離島航路整備事業費補助金

精算払請求書の内容を審査した結果、適当と認められたことから、同月２９日に宇和島市に対して補助金額５８３３万５０００円（うちえひめ

南汽船分２３６５万４０００円）を支出した。

� えひめ南汽船について

えひめ南汽船は、海上運送法に基づき国土交通大臣から許可を受けた一般旅客定期航路事業者である。

・許可年月日 昭和２４年１２月１日

・海上運送法第３条に基づく航路番号 四国第１８５号

・国土交通省による海上運送法等の規定に基づく検査の状況について

宇和島海事事務所は、えひめ南汽船に対し、海上運送法第２５条及び船員法（昭和２２年法律第１００号）第１０７条の規定に基づき、平

成２３年１２月２６日に年末年始輸送安全総点検、平成２４年６月２０日に夏季多客期前安全輸送立入点検の立入検査を実施している。

� 船舶賃借料について

ア 修理費は、全てえひめ南汽船が所有する「第八くしま」に係るものであった。

イ 修理費の内訳は、中間検査費用５５８万８１２１円、臨時検査費用４７７万９９１５円、小修理１４万８７６４円及び特別修繕準備金が１８６万９１５０円と

なっている。
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ウ えひめ南汽船は船舶２隻を賃借しており、その状況は以下のとおりである。

船 舶 名
（船種）

所 有 者
（所在地）

定員 賃借期間 賃借日数 賃借料 賃借理由

ニューたいゆう
（旅客船）

田中輸送有限会社
（八幡浜市）

４３人

Ｈ２４．４．１８～４．２７ １０日 １，８９０，０００円 中間検査時の代船

Ｈ２４．８．３１～９．９ １０日 １，８９０，０００円 臨時検査時の代船

しらさぎ
（貨客船）

盛運汽船株式会社
（宇和島市）

８０人

Ｈ２４．４．１９～４．２６
（４／２２除く）

７日 １，８３７，５００円 中間検査時の代船

Ｈ２４．９．１～９．８
（９／２除く）

７日 １，８３７，５００円 臨時検査時の代船

エ 「しらさぎ」については、月曜日から金曜日の午後に盛運汽船株式会社（以下「盛運汽船」という。）が日振航路の運航に使用し

ているため、午前の通勤・通学時に代船として賃借している。

� 事務員について

ア 各事務員の業務内容は次のとおりである。

・運航管理者兼安全統括管理者（１名）

常務取締役も兼ねており、経営全般管理、事業計画策定、監査対応、人事管理、会議企画、安全統括管理、運航管理、労働組合

対応

・船舶部運航管理補助者（１名）

運航計画・管理、労務管理、船体管理、運航支援設備管理、運航管理補助、営業管理、事故対応、庶務事務

・管理部（１名）

経理事務、会議対応、人事管理、会計、庶務、営業管理補助事務

イ えひめ南汽船の事務員の休日は、日曜日、隔週の土曜日、祝日、年末年始休暇、及び社長が特に定めた日としており、土曜日につ

いては、事務員が隔週交代で出勤している。

ウ 整備法の適用を受けるに当たって、えひめ南汽船は平成１７年２月９日に国と協議し、管理部門要員（事務員）として役員の兼務と

は別に２、３人が必要であると判断していた。

� 役員について

ア 常務取締役

常務取締役は事務職を兼務しており、会社経営全般を統括している。業務内容は次のとおりである。

・役員業務

会社全般管理、コンプライアンス対応、監査対応、会議出席、行政対応、事業・運航計画承認、許認可事務、事故対応、労働組

合対応

・事務職員業務

会計管理、決算・資金管理、国庫補助航路事務、人事管理、安全統括管理、庶務事務

イ その他の取締役及び監査役の業務実態

平成２３年１０月～平成２４年９月の間に３回の取締役会に出席し、そのほかに平成２４年６月には株主総会に出席している。また、監査

役については、決算と中間決算の２回の監査業務を行っている。

� 船員の数について

ア えひめ南汽船の「第八くしま」の乗組定員は、船長を含む甲板部と機関長を含む機関部を合わせて４名となっているが、船舶職員

及び小型船舶操縦者法（昭和２６年法律第１４９号。以下「船舶職員法」という。）等の規定による乗組基準は２名である。

イ 「第八くしま」の乗組定員

乗船パターン Ｎｏ１ Ｎｏ２ Ｎｏ３ Ｎｏ４

甲板部

船 長 １ １ １ １

職 員 １ ０ ０ １

部 員 １ ２ １ ０

機関部

機関長 １ １ １ １

職 員 ０ ０ ０ ０

部 員 ０ ０ １ １

合 計 ４ ４ ４ ４

ウ 船舶職員法は、船舶の航行の安全を図るために必要な船舶職員について最低の資格及び員数の最低基準を定めたものであって、こ

の基準を上回る船舶職員を乗り組ませることは差し支えないと解されている。
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エ 船員法第７０条の規定で、航海当直その他の船舶の安全を確保するための作業を適切に行うために必要な員数の海員を配置すること

を求められている。

オ えひめ南汽船は、国の補助航路実地監査の中で、船員費を減少させるために、船員数を減らすことができるか協議を行ったが、安

全運航確保の観点から認められなかった経緯がある。

� 国庫補助金との関係について

ア 離島航路の運営に係る補助については、国と地方公共団体との負担割合を定めた法令等の規定は存在しない。

イ 国庫補助金の算出に当たっては、全国の離島航路（国庫補助航路を含む。）の平均的な運賃収入や運航費用を基に、一律の標準賃

率及び単価を設定し、それを各航路の輸送量実績の見込等に当てはめて標準的な収支差額（＝補助金額）を算出しているもので、個

々の航路事業者の業務の態様に合わせて算定しているものではない。

ウ 国庫補助金においては、実績欠損見込額と上記イの標準的な収支差額（見込）とを比較して、額の低い方が補助金額となる。

エ 本件補助金は、欠損額が全額補填されない場合、離島航路の維持ができなくなることから、県要綱の規定に基づき、実績欠損額か

ら上記ウの国庫補助金の額を差し引いた残額について市町が補助した場合に支出するものである。

２ 結 果

上記事実関係を踏まえ、本件請求の監査結果は次のとおりである。

� 船舶賃借料について

請求人らは、えひめ南汽船が賃借している船の修理費用は所有者が負担するべきであり、また、船舶の賃借料は高額で不当であると

主張している。

まず、修理費は、えひめ南汽船が所有する「第八くしま」に係るものであって、賃借している船舶の修理費ではなかった。

次に、船舶の賃借料については、通常使用している「第八くしま」を検査する際、１事実関係�ウのとおり、代船として２隻を同時
期に賃借しているものであるが、２隻を賃借したのは、「第八くしま」の定員が３７５人なのに対し、終日使用可能な「ニューたいゆう」

の定員は４３人と大幅に少なく、また荷役設備がないことから、同船のみの運航では、離島住民等の生活に支障を来すことになるため、

盛運汽船から貨客船「しらさぎ」を賃借し、この２隻で代船役を担っているためである。

よって、本件補助金の目的である離島航路の維持を図り、離島住民等の生活・生計の安定に資する必要があるため、船舶２隻を賃借

しているのであって、必ずしも賃借料が不当に高額なものとは認められない。

� 事務員の人数について

請求人らは、えひめ南汽船は新内港に事務所を置かず、港での切符販売等の業務については他社に委託しているから、事務員３名は

不要であると主張している。

各事務員の業務内容については、１事実関係�アのとおりであるが、関係人調査において、現地で陸上従業員の勤務状況及び出勤状
況を確認した限りでは、過剰に配置されているものとは認められなかった。

また、えひめ南汽船は、１事実関係�ウのとおり、国との協議を踏まえ、離島航路補助事業を適切に遂行するため、常務取締役を含
む事務員３名の配置が必要と判断しており、その判断に不審な点はない。

� 役員報酬について

請求人らは、役員１名は報酬が飛びぬけて多く、事務職員が１名いれば常勤取締役は不要である。また、１０名もの役員は不要である

との主張している。

常勤取締役の業務内容については、１事実関係�アのとおり、会社経営全般を統括していることから、離島航路事業に係る経理の重
要な職務を遂行しており、報酬額については職責等を考慮して定款第３２条の定めにより株主総会での決議をもって決定されている。

そして、その他の取締役及び監査役の業務実態を調査すると、取締役は、平成２３年１０月～平成２４年９月の間に３回の取締役会に出席

し、平成２４年６月には株主総会に出席しているほか、監査役については、決算と中間決算の２回の監査業務を行っている。

また、えひめ南汽船は、定款第２１条で取締役を９名以内、定款第２４条で監査役を２名以内を置くこととしている。

以上のことから、取締役等の設置に係る手続について不当な点はなく、請求人らが主張する１０人の役員は不要であるという主張は根

拠がない。

� 法令以上の乗船船員の数について

請求人らは、「第八くしま」の乗船船員について、法定の乗船船員は２名であるのに４名も船員が乗船していることが違法であると

主張している。

請求人らの主張は、船舶職員法第１８条第１項及び船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令（昭和５８年政令第１３号）第５条第１項の規定

により、運航のみに必要である海技免状を有する船舶職員の乗船基準は甲板部（船長）１名、機関部（機関長）１名の計２名が基準を

満たす人員として必要と定められていることを根拠にしているものと解される。

しかし、１事実関係�イ～オのとおり、えひめ南汽船は、最低基準よりも良好な条件で船員を乗船させ、運航の安全性等に配慮して
いるものであって、請求人らが主張する基準より２名多く配置しているものである。

船舶交通の安全性については、宇和島海事事務所による海上運送法の規定に基づく立入検査を通じて確認されており、乗船船員の数

の適否は、監査委員が判断すべきものではないが、船舶職員法等による乗組基準が員数の最低基準を定めたものであることからすると、

当該基準を超える数の船員を配置したことをもって、直ちに違法又は不当な配置であるということはできない。
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� 国庫補助金との関係について

請求人らは、離島航路の場合の補助金は、国が損失額の半分程度を補助し、残りの半分程度を市と県が負担することになっていると

ころを、えひめ南汽船においては、平成２４年９月期の国通知欠損額５７１１万７６２７円に対し、国庫補助金９８０万９５２０円、宇和島市の離島航

路補助金４７３０万８１０７円の交付を受けており、同市の補助額が過大（国の約５倍）となっているにもかかわらず、その約２分の１の額を

県が同市に補助したことが違法であると主張しているものと解される。

しかし、１事実関係�アのとおり、離島航路の運営に係る補助については、国と地方公共団体との負担割合を定めた法令等の規定は
存在しておらず、かつ、離島航路の補助は、当該離島航路を維持するために、国と地方公共団体とが共同して実績欠損額を補填するも

のであることからすると、地方公共団体においては国庫補助金と同額までの補助しか認められないとする上記の主張には理由がない。

また、そもそも、自治法第２３２条の２においては、普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、補助をすることが

できるとされているが、この補助をするに当たっての公益上の必要性に関する判断に当たっては、普通地方公共団体の長に一定の裁量

権があるものと解され、当該普通地方公共団体の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱又は濫用があったと認められる

場合には、当該補助金の交付は違法と評価されることになるものと解されている（広島高等裁判所平成１３年５月２９日判決参照）。

そして、離島航路補助事業の法的根拠である整備法の目的規定にもあるように、離島航路の補助は、離島航路事業に関する国の特別

の助成措置により、ナショナルミニマムとして、離島住民の生活必需品及び出荷品等を輸送する上で不可欠な交通手段である離島航路

の維持・改善を図り、離島住民の生活の安定に資することを目的としており、当該航路の欠損額が全額補填されない場合は、当該航路

の維持ができなくなることから、１事実関係�ア～エのとおり、実績欠損額と国庫補助金額との差額分を県と宇和島市が全額補助して
いるものである。

そうすると、本件補助金に係る予算案が県議会で審議された上で可決されたものであることなどに照らし、県が本件補助金は公益上

必要であると判断したことについて裁量権の逸脱又は濫用はなく、本件支出が自治法第２３２条の２に違反した違法なものであるという

ことはできない。

� 補助金額の算定及び支出の手続について

本件補助金の補助金額の算定及び支出の手続は、愛媛県補助金等交付規則（平成１８年愛媛県規則第１７号）及び県要綱等の規定に基づ

き適正にされており、何ら違法又は不当な点はない。

第４ 結論

以上のとおり、請求人らの主張は、結局のところ、いずれも主観的見解又は単なる憶測に基づくものといわざるを得ず、本件補助金の支

出については、違法又は不当な点は認められない。

したがって、知事が宇和島市又はえひめ南汽船に対し本件補助金２３６５万４０００円を返還請求するよう求める請求人らの請求は理由がない。

よって、主文のとおり決定する。

平成２６年７月４日

愛媛県監査委員 岸 新

同 佐 伯 滿 孝

同 戒 能 潤之介

同 徳 永 繁 樹

選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第３１号
政治資金規正法に基づく文書の公開に関する規程（平成８年９月選挙管理委員会告示第２５号）の一部を次のように改正し、告示の日から

施行する。

平成２６年７月１５日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

様式第２号を次のように改める。
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様式第２号（第２条、様式第９号関係） 少額領収書等の写しの提出期間延長申出書

その１
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その２
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第９号（第３条関係） 少額領収書等の写しの提出命令書

（表） 省略

（裏）

少額領収書等の写しの提出に当たっての注意事項

様式第９号（第３条関係） 少額領収書等の写しの提出命令書

（表） 省略

（裏）

少額領収書等の写しの提出に当たっての注意事項

省略 省略

提出方法等

について

省略

� 提出に当たっては、提出命令があった日から２０

日以内に、愛媛県選挙管理委員会に到着する必要

がありますので（法第１９条の１６第６項）、余裕を

持って郵送等をしてください。

提出方法等

について

省略

� 提出に当たっては、提出命令があった日から２０

日以内に、愛媛県選挙管理委員会に到達する必要

がありますので（法第１９条の１６第６項）、余裕を

持って郵送等をしてください。

提出期間の

延長につい

て

事務処理上の困難その他正当な理由があるとき

は、愛媛県選挙管理委員会に対し、その提出期間を

延長 するよう求めることができます（法第１９

条の１６第７項）。

提出期間の延長を求めるときは、この命令があっ

た日から２０日以内に、延長を求める期間（３０日）及

び延長しなければならない正当な事由を記載した少

額領収書等の写しの提出期間延長申出書（様式

第２号その１）を提出してください。この命令が

あった日から５０日以内に全ての少額領収書等の写し

を提出することが事務処理上困難な特別な事情があ

る場合には、この命令があった日から２０日以内に、

当該少額領収書等の写しの全てを提出するため必要

な最小限度の期間（３１日以上６０日以内）及び当該特

別な事情を記載した特別な事情による少額領収書等

の写しの提出期間延長申出書（様式第２号その

２）を提出してください（法第１９条の１６第８項）。

なお、提出期間の延長があった場合は、開示請求

者に対し延長後の期間及びその理由を通知します

（法第１９条の１６第９項）。

提出期間の

延長につい

て

事務処理上の困難その他正当な理由があるとき

は、愛媛県選挙管理委員会に対し、その提出期間を

３０日間延長するよう求めることができます（法第１９

条の１６第７項）。

期間 の延長を求めるときは、この命令があっ

た日から２０日以内に、延長を求める期間、その理由

等 を記載した少

額領収書等の写しの提出期間延長申出書（様式

第２号 ）を提出してください。この命令が

あった日から５０日以内に全ての少額領収書等の写し

を提出することが事務処理上困難な特別な事情があ

る場合には、この命令があった日から２０日以内に、

当該少額領収書等の写しの全てを提出するため必要

な最小限度の期間（３１日以上６０日以内）及び当該特

別な事情を記載した特別な事情による少額領収書等

の写しの提出期間延長申出書（様式第２号その

２）を提出してください（法第１９条の１６第８項）。

なお、提出期間の延長があった場合は、開示請求

者に対し延長後の期間及びその理由を通知します

（法第１９条の１６第９項）。

省略 省略

様式第１１号（第３条関係） 国会議員関係政治団体の会計責任者が

少額領収書等の写しを提出しない旨の通知書

様式第１１号（第３条関係） 国会議員関係政治団体の会計責任者が

少額領収書等の写しを提出しない旨の通知書

国会議員関係政治団体の会計責任者が少額領収書等の写し

を提出しない旨の通知書

第 号

年 月 日

様

愛媛県選挙管理委員会 �

年 月 日付けで請求のあった政治資金規正法（昭和２３年法

律第１９４号）第１９条の１６第１項の規定による開示の請求については、国会議

員関係政治団体から提出期間内 に少額領収書等の写しが提出されませんで

したので、同条第１６項の規定に基づき通知します。

国会議員関係政治団体の会計責任者が少額領収書等の写し

を提出しない旨の通知書

第 号

年 月 日

様

愛媛県選挙管理委員会 �

年 月 日付けで請求のあった政治資金規正法（昭和２３年法

律第１９４号）第１９条の１６第１項の規定による開示の請求については、国会議

員関係政治団体から提出期限までに少額領収書等の写しが提出されませんで

したので、同条第１６項の規定に基づき通知します。

省略 省略
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�愛媛県選挙管理委員会告示第３２号
政党助成法に基づく支部報告書等の閲覧に関する規程（平成８年９月選挙管理委員会告示第２４号）の一部を次のように改正し、告示の日

から施行する。

平成２６年７月１５日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（閲覧）

第３条 省略

２・３ 省略

４ 前３項の規定に違反した者に対しては、その閲覧を中止させ、

又は閲覧を禁止することができる。

（閲覧）

第３条 省略

２・３ 省略

４ 前３項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、

又は閲覧を禁止することができる。

平成２６年７月１５日 発行
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